
あ
な
た
の
大
切
な
人
、
地
域
を
守
る
た
め
に　
消
防
団
員
募
集
中

②
10
月
６
日
㈰　
午
後
７
時
～
８
時

30
分
…
五
日
市
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
第
４
・
５
・
６
会
議
室

③
10
月
10
日
㈭　
午
前
10
時
～
11
時

30
分
…
市
役
所
５
階
５
０
３
・
５

０
４
会
議
室

▽
子
育
て
世
代
・
近
年
、
転
入
さ
れ

た
方
限
定

④
11
月
２
日
㈯　
午
前
10
時
～
午
前

11
時
30
分
…
あ
き
る
野
子
育
て
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
こ
こ
る
の
（
あ
き
る

野
ル
ピ
ア
２
階
）

▽
対
象　
市
内
在
住
・
在
勤
の
18
歳

以
上
の
方
（
④
は
、
小
学
校
就
学

前
の
子
を
養
育
し
て
い
る
方
か
平

成
31
年
以
降
に
市
外
か
ら
転
入
さ

れ
た
方
に
限
り
ま
す
）

※
申
込
者
ご
本
人
の
参
加
に
限
り
ま

す
。

▽
定
員　
各
回
40
人
程
度

▽
申
込
み
方
法　
９
月
５
日
㈭
ま
で

に
電
話
、
メ
ー
ル
、
電
子
申
請
の

い
ず
れ
か
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
は
、

海
外
転
出
日
の
翌
日
で
資
格
喪
失
と

な
り
ま
す
が
、
20
歳
か
ら
65
歳
ま
で

の
日
本
国
籍
の
方
は
、
海
外
に
居
住

し
て
い
る
間
も
国
民
年
金
に
任
意
加

入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
厚
生
年

金
保
険
の
加
入
者
を
除
く
）。
希
望

す
る
方
は
、
転
出
前
に
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。

※
転
出
後
の
手
続
き
も
可
能
で
す

が
、
申
出
日
か
ら
の
加
入
と
な
る

た
め
、
日
付
は
さ
か
の
ぼ
れ
ま
せ

ん
。

※
任
意
加
入
し
た
方
が
、
海
外
居
住

期
間
に
死
亡
し
た
と
き
や
病
気
や

け
が
で
障
が
い
の
状
態
に
な
っ
た

と
き
は
、
受
給
要
件
を
満
た
せ

ば
、
遺
族
基
礎
年
金
や
障
害
基
礎

年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

▽
持
ち
物　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認

　
現
在
お
持
ち
の
マ
ル
障
（
心
身
障

害
者
医
療
費
助
成
）
受
給
者
証
の
有

効
期
限
は
、
８
月
31
日
ま
で
で
す
。

新
し
い
マ
ル
障
受
給
者
証
は
、
所
得

な
ど
の
審
査
後
、
対
象
と
な
る
方
に

は
、
８
月
末
ま
で
に
送
付
し
ま
す
。

▽
対
象　
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２

級
（
内
部
障
害
は
３
級
ま
で
）、

愛
の
手
帳
１
・
２
度
、
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
を
お
持
ち

の
方

※
表
２
の
所
得
制
限
基
準
額
を
超
え

る
方
、
65
歳
以
上
で
初
め
て
対
象

の
障
が
い
に
な
っ
た
方
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
加
入
者
で
住
民
税

が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
、
生
活
保

８
・
30
・
３
４
１
０
）

　
市
長
が
目
指
す
市
の
将
来
像
等
に

つ
い
て
、
市
長
自
ら
の
言
葉
で
市
民

に
伝
え
、
市
民
と
共
に
語
り
合
う
場

と
し
て
、「
あ
き
る
野
市
タ
ウ
ン
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
」を
開
催
し
ま
す
。

▽
テ
ー
マ　
（
仮
称
）
あ
き
る
野
市

の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

▽
日
時
・
会
場

①
10
月
３
日
㈭　
午
後
６
時
30
分
～

８
時
…
五
日
市
フ
ァ
イ
ン
プ
ラ
ザ

第
３
研
修
室

い
。
メ
ー
ル
の
場
合
は
、
名
前
、

年
齢
、
住
所
、
電
話
番
号
、
返
送

用
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
小
学
校
就

学
前
の
子
の
養
育
の
有
無
、
参
加

希
望
日
・
会
場
を
記
載
し
て
く
だ

さ
い
。

※
④
の
方
は
、
申
込
時
に
転
入
年
を

お
伝
え
く
だ
さ
い
。

※
当
日
、
保
育
を
必
要
と
さ
れ
る
方

は
、
申
込
時
に
お
子
さ
ん
の
年
齢

と
人
数
、
特
別
な
配
慮
等
が
必
要

な
場
合
は
そ
の
旨
を
お
伝
え
く
だ

さ
い
（
お
子
さ
ん
の
年
齢
は
、
１

歳
か
ら
未
就
学
児
ま
で
で
す
）。

▽
申
込
み
・
問
合
せ　
企
画
政
策
課

（
直
通
５
５
８
・
１
２
６
１
、

010101@
akiruno-info.tok

yo.jp

）

で
き
る
書
類
か
基
礎
年
金
番
号
が

確
認
で
き
る
書
類
、
運
転
免
許
証

な
ど
の
本
人
確
認
書
類

※
保
険
料
を
口
座
振
替
で
納
付
す
る

方
は
預
貯
金
通
帳
、
届
出
印

海
外
か
ら
帰
国
し
た
と
き
は

　
国
民
年
金
の
手
続
を

　
　
　
　
　
　
　
忘
れ
ず
に

　
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
方
が
、
帰

国
（
転
入
）
し
た
と
き
は
、
国
民
年

金
の
強
制
加
入
被
保
険
者
と
な
り
ま

す
（
厚
生
年
金
保
険
の
加
入
者
を
除

く
）。
任
意
加
入
し
て
い
る
方
も
、

一
時
帰
国
な
ど
で
国
内
に
住
所
を
有

し
た
と
き
は
、
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　
保
険
年
金
課
年
金
係
、

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４
２

護
を
受
け
て
い
る
方
な
ど
は
対
象

外
で
す
。

▽
問
合
せ　
障
が
い
者
支
援
課
障
が

い
者
相
談
係

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽�

必
要
書
類
・
申
請
方
法　
申
請
が

必
要
な
方
の
必
要
書
類
と
申
請
方

法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
る
の
き
っ
ず
W
e
b
）

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
申
請
は
、

窓
口
で
も
受
け
付
け
ｗ
ま
す
が
、

返
信
用
封
筒
に
よ
る
郵
送
か
電
子

申
請
に
よ
る
申
請
に
ご
協
力
く
だ

さ
い
。

※�

８
月
下
旬
に
、市
か
ら
児
童
手
当・

特
例
給
付
を
受
給
し
て
い
る
方
と

そ
れ
以
外
の
市
内
に
住
所
を
有
す

る
高
校
生
年
代
以
下
の
児
童
と
同

居
し
て
い
る
世
帯
主（
又
は
父
母
）

に
お
知
ら
せ
を
送
付
予
定
で
す
。

▽
申
請
期
限　
10
月
31
日
㈭
ま
で

▽�

申
請
・
問
合
せ　
こ
ど
も
政
策
課

手
当
助
成
係

海
外
へ
転
出
す
る
方
は
、

　
　
　
国
民
年
金
に
「
任
意
加
入
」
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

令
和
６
年
度
児
童
手
当
制
度

　
　
　
　
　
改
正
に
つ
い
て

マ
ル
障
受
給
者
証
が

　
　
　
　
　
更
新
さ
れ
ま
す

　
令
和
６
年
度
児
童
手
当
制
度
改
正

に
よ
り
、
令
和
６
年
10
月
分
（
12
月

支
給
分
）
か
ら
児
童
手
当
が
変
わ
り

ま
す（
表
１
の
と
お
り
）。

▽�

申
請　
次
の
方
は
、
新
規
か
額
改

定（
増
額
）の
申
請
が
必
要
で
す
。

そ
れ
以
外
の
方
は
、
申
請
不
要
で

新
制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

①�

現
在
、
児
童
手
当
・
特
例
給
付
を

受
給
し
て
お
ら
ず
、
高
校
生
年
代

以
下
の
児
童
を
監
護
し
、
市
内
に

住
所
を
有
す
る
方（
新
規
）

②�

市
か
ら
児
童
手
当
・
特
例
給
付
を

受
給
し
て
お
り
、
別
居
を
理
由
に

現
制
度
の
多
子
加
算
の
カ
ウ
ン
ト

対
象
と
な
っ
て
い
な
い
高
校
生
年

代
の
児
童
を
監
護
し
て
い
る
方

（
高
校
生
年
代
児
童
の
別
居
監
護

申
立
書
を
提
出
し
て
い
な
い
場

合
）（
額
改
定（
増
額
））

③�

市
か
ら
児
童
手
当
・
特
例
給
付
を

受
給
し
て
お
り
、
18
歳
に
達
し
た

年
度
末
以
降
か
ら
22
歳
に
達
し
た

年
度
末
ま
で
の
者
に
対
し
て
経
済

的
負
担
が
あ
る
場
合
で
、
そ
の
者

を
含
め
３
子
以
上
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方（
額
改
定（
増
額
））

※�

①
の
新
規
の
場
合
、
申
請
者
は
、

父
母
の
う
ち
、
主
な
生
計
維
持
者

（
所
得
の
高
い
方
）
で
す
。
主
な

生
計
維
持
者
が
市
外
に
住
所
を
有

し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
住
所
の

あ
る
自
治
体
で
申
請
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
公
務
員
の
方

は
、
勤
務
先
で
の
申
請
が
必
要
と

な
り
ま
す
の
で
、
勤
務
先
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

※�

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所

し
て
い
る
場
合
や
里
親
に
委
託
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
父
母
は
受
給

者
に
な
れ
ま
せ
ん
。

※�

離
婚
協
議
中
や
Ｄ
Ｖ
で
避
難
中
な

ど
の
理
由
に
よ
り
、
配
偶
者
と
別

居
し
て
お
り
、
一
定
の
要
件
を
満

た
し
て
い
れ
ば
、
配
偶
者
の
所
得

に
関
わ
ら
ず
、
児
童
と
同
居
し
て

い
る
方
が
受
給
で
き
る
場
合
が
あ

電子申請
るのキッズ
Web

表１　児童手当制度改正表
改正前（令和６年９月分まで） 改正後（令和６年10月分以降）

支給対象 中学校修了までの国内に住所を
有する児童を養育している市内
在住の方

高校生年代までの国内に住所を
有する児童を養育している市内
在住の方

所得制限 所得制限限度額・所得上限限度
額あり

所得制限なし

手当月額 ・３歳未満：15,000円
・３歳から小学校修了まで
　�第1子、第2子：10,000円　
　第3子以降：15,000円
・中学生　一律：10,000円
・�所得制限限度額以上、所得上
限限度額未満：5,000円

・３歳未満
　�第1子、第2子：15,000円　
　第3子以降：30,000円
・３歳から高校生年代まで
　�第1子、第2子：10,000円
　第3子以降：30,000円

支給回数 年３回（２月・６月・１０月） 年６回（偶数月）
多子加算の
カウント対象

18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末まで（大
学生年代）（※）

※�大学生年代の多子加算のカウント対象となるのは、児童手当受給者が当該児童の
生活費等を経済的に負担しており、養育している場合のみ人数に含まれます（自
立して生活を営んでいる等の場合は対象外です）。

表２　所得制限基準額
扶養親族
などの数 基準額

０人 ３, ６０４, ０００円
１人 ３, ９８４, ０００円
２人 ４, ３６４, ０００円
３人 ４, ７４４, ０００円
４人 ５, １２４, ０００円
５人 ５, ５０４, ０００円

市議会９月定例会議
９月定例会議予定表

月　日 会議名 内　容
８月２７日（火） 本会議（初日） 議案審議など
９月　３日（火） 本会議（2日目）

一般質問９月　４日（水） 本会議（3日目）
９月　５日（木） 本会議（4日日）
９月　６日（金） 本会議（5日日）
９月１０日（火） 総務委員会

付託案件審査など

９月１１日（水） 環境建設委員会
９月１２日（木） 福祉文教委員会
９月１８日（水） 決算特別委員会
９月１９日（木） 決算特別委員会
９月２０日（金） 決算特別委員会（予備日）
９月２６日（木） 本会議（最終日） 委員長報告、議案審議など

��＊午前９時30分から開会します。
��＊会議の日程等は、変更になる場合があります。事前にお問い合わせください。
��＊請願・陳情の提出期限は、８月20日㈫です。
��▷問合せ　議会事務局

タウンミーティングの
� 参加者を募集します

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和６年（2024年）８月 15日 （2）


